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淀川管内水害に強い
地域づくり協議会について



近畿地方整備局① 淀川管内水害に強い地域づくり協議会について

■淀川管内水害に強い地域づくり協議会の活動内容

淀川管内水害に強い地域づくり協議会は、平成１６年度に京都府域、平成２０年度に大阪府域を立ち上
げ、河川管理者と自治体が連携を図り、危機管理体制の構築・強化、住民の適切な避難の実現に向け、
様々な取組を推進してきました。
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■危機管理面の強化
• 避難勧告等の判断伝達マニュア

ル作成支援
• 水位予測情報の活用手引き
• 水害協情報提供ポータルサイトの

構築
• 氾濫特性に応じた避難に関する

情報提供資料集の作成

■適切な避難の実現に向けて
 マイ防災マップ作成手順書、作成

支援（ケーススタディ）
 住民の適切な避難に向けた取組

のポイント集の作成
 水害意識調査の実施
 防災教育、講演会
 クロスロードゲーム、ロープレイン

グ演習 など

本協議会の主な取組内容



近畿地方整備局
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「施設の能力には限
界があり、施設では
防ぎきれない大洪水
は必ず発生するもの」
へと意識を変革し、
社会全体で洪水に備
えていく必要がある

① 淀川管内水害に強い地域づくり協議会について

平成27年9月関東・東北豪雨災害では、鬼怒川において越水や堤防決壊等により浸水戸数は約一万
棟、孤立救助者数は約四千人となる等、甚大な被害が発生しました。

これを受け、必ず発生する大洪水には社会全体で備えていく必要があることが示されました。

関東・東北豪雨災害の主な被害特徴

■水防災意識社会再構築ビジョンに基づく活動 （１/４）
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■水防災意識社会再構築ビジョンに基づく活動 （２/４）

平成２７年９月の関東・東北豪雨災害を受け、従来からのハード対策に加えて、「水防災意識社会」を再
構築することで社会全体で洪水氾濫に備える必要性が示されました。
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■水防災意識社会再構築ビジョンに基づく活動 （３/４）

 淀川管内水害に強い地域づくり協議会では、これまでの取組をさらに加速するため、水防災意識社会再構
築ビジョンに基づいて、淀川水系において必要と考えられるハード対策とソフト対策を一体的かつ計画的に
推進するため、概ね５年で実施する取組内容を定め、減災に係る「取組方針」を策定しました。

 近年、全国各地で洪水等の水災害が頻発・激甚化していることに対応し、洪水等からの｢逃げ遅れゼロ」と
「社会経済被害の最小化」を実現するため、多様な関係者の連携体制の構築と既存資源の最大活用を図
る「水防法等の一部を改正する法律」(平成２９年法律第３１号。以下「改正法」という)が平成２９年６月１９日に
施行されました。

淀川の減災に係る取組方針

① 淀川管内水害に強い地域づくり協議会について
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 改正法においては、多様
な主体が連携した洪水
氾濫による被害を軽減
するためのハード・ソフト
対策を総合的かつ一体
的に推進するため、大規
模氾濫減災協議会制度
が創設されました。

 淀川水害協を、この大規
模氾濫減災協議会に位
置づけ、協議会の構成
員である関係機関の取
組を共有し、横断的・総
合的に検討の上、密接
な連携体制を構築する
ための協議等を行いま
す。

水害協の位置づけ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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■水防災意識社会再構築ビジョンに基づく活動について（４/４）
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５年間で達成すべき目標

淀川管内における流域特性や平成25年台風第18号及び平成27年9月関東・東北豪雨の教訓を踏まえ、淀
川管内で発生しうる大規模水害に対し、「逃げる・防ぐ・取り戻す」 ことを目指す。加えて、次世代に「水害に強
い地域」と水防災意識を「継承」する。
「逃げる」 ：住民が自らリスクを察知し、主体的かつ適切な方法により避難できるよう、住民目線のソフト対策を実施すること
「防 ぐ」 ：堤防強化等のハード対策や地域の水防力向上による水防活動により、堤防決壊を少しでも遅らせ、避難のため

の時間を稼ぐこと
「取り戻す」 ：堤防決壊による大規模な浸水から1日でも早く日常生活や都市機能を回復すること

概ね５年で実施する取組

■ハード対策の主な取組
①洪水を河川内で安全に流す対策 （浸透対策、パイピング対策、流下能力向上対策など）

②危機管理型ハード対策 （堤防天端保護、裏法尻の補強など）

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 （雨量、水位等の観測データの基盤整備、庁舎等の整備等）

■ソフト対策の主な取組
①想定最大規模洪水を対象とした水害ハザードマップの策定・周知等 （洪水HM、避難マップ等の整備・拡充）

②適切な避難行動の実現に向けた取組 （避難マニュアルの整備、避難訓練の実施等）

③避難勧告の発令に着目したタイムラインの策定 （タイムラインの策定、検証と改善等）

④防災教育や防災知識の普及 （住民、小学校教員を対象とした講習会等の実施等）

⑤避難行動のための情報発信等の充実 （プッシュ型による情報発信の整備、水位計情報やライブカメラの提供等）

⑥より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化 （重要水防箇所の共同点検、水防活動の担い手募集等）

⑦排水施設の耐水化及び排水訓練の実施 （排水施設の耐水化、排水計画の検討、排水訓練の実施等）
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